
情報
ランド

決
定
方
法

選
考
に
よ
り
決
定

※
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は

〒
９
２
６
―
０
８
１
１
　
御
祓
町
１
番
地
（
パ
ト
リ
ア
内
）

男
女
参
画
ま
ち
づ
く
り
課

52
―
５
２
２
２

来
春
設
立
予
定
の
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー(

仮
称)

を

市
民
み
な
さ
ん
の
力
で
か
た
ち
に
す
る
た
め
、
設
置

検
討
委
員
会
の
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

多
数
の
応
募
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

応
募
資
格

市
内
在
住
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
Ｎ
Ｐ

Ｏ
活
動
を
行
っ
て
い
る
方
、
又
は
関
心
の
あ
る
方

募
集
期
間

６
月
24
日
（
金
）
ま
で

※
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は

男
女
参
画
ま
ち
づ
く
り
課
（
フ
ォ
ー
ラ
ム
七
尾
）

52
―
５
２
２
２

要
約
筆
記
と
は
、
話
し
手
の
話
の
内
容
を
早
く
、

正
し
く
、
わ
か
り
や
す
く
、
手
書
き
又
は
パ
ソ
コ
ン

等
を
活
用
し
文
字
に
し
て
伝
え
る
こ
と
で
す
。

手
話
通
訳
と
同
様
に
、
聴
覚
障
害
を
持
っ
た
方
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
支
援
す
る
方
法
で
す
。

対
象
者

市
内
に
在
住
し
、
こ
れ
ま
で
に
要
約
筆

記
を
学
ん
だ
こ
と
が
な
い
方

開
催
日

７
月
２
日
〜
８
月
27
日
（
土
）

８
月
13
日
を
の
ぞ
く
毎
週
土
曜
日

会
　
　
場

七
尾
サ
ン
ラ
イ
フ
プ
ラ
ザ
　
第
23
会
議
室

申
込
締
切

６
月
22
日
（
水
）

受
講
料

無
料（
テ
キ
ス
ト
代
等
は
受
講
者
負
担
）

※
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
せ
は

福
祉
課
障
害
者
福
祉
係
　

53
―
８
４
６
４

七
尾
市
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、（
新
）
地
域
福

祉
活
動
計
画
見
直
し
の
た
め
の
策
定
委
員
を
募
集
し

ま
す
。
地
域
福
祉
に
関
心
が
あ
る
方
の
応
募
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

応
募
資
格

市
内
在
住
の
満
20
歳
以
上
の
方

定
　
　
員

２
名

募
集
期
間

６
月
20
日
（
月
）
ま
で

※
詳
し
い
お
問
い
合
わ
せ
は

七
尾
市
社
会
福
祉
協
議
会

52
―
２
０
９
９

市
民
の
み
な
さ
ん
を
対
象
に
、
新
し
く
能
登
有
料

道
路
の
割
引
券
を
発
売
し
ま
す
。

発
売
す
る
通
行
券
（
１
人
１
回
あ
た
り
10
枚
ま
で
）

○
起
点
〜
横
田

普
通
車
　
　
９
２
０
円→

７
２
０
円

軽
自
動
車
　
６
７
０
円→

５
２
０
円

○
白
尾
〜
横
田

普
通
車
　
　
８
０
０
円→

６
０
０
円

軽
自
動
車
　
５
７
０
円→

４
２
０
円

☆
大
型
車
（
Ⅰ
種
・
Ⅱ
種
）
も
発
売
し
ま
す
。

発
売
日

６
月
23
日
（
木
）
か
ら

利
用
開
始
日

７
月
１
日
（
金
）
０：

00
〜

発
売
場
所

男
女
参
画
ま
ち
づ
く
り
課

田
鶴
浜
支
所
・
中
島
支
所
　
総
務
課

県
土
木
総
合
・
県
総
合
事
務
所

発
売
方
法

免
許
証
等
の
提
示
に
よ
り
、
七
尾
市
民

で
あ
る
こ
と
を
確
認
の
上
、
発
売
す
る

※
お
問
い
合
わ
せ
は
　
総
務
課
　

53
―
１
１
１
１

税
務
課
で
は
、
７
月
上
旬
か
ら
、
17
年
中
に
新

築
・
増
築
・
取
り
こ
わ
し
が
あ
っ
た
家
屋
の
調
査
を

行
い
ま
す
。
こ
の
調
査
は
18
年
度
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
の
課
税
基
礎
と
な
る
大
切
な
も
の
で
す
。

ま
た
、
家
屋
を
取
り
こ
わ
し
た
場
合
は
、
お
手
数

で
す
が
、
税
務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
い
お
問
い
合
わ
せ
は

本
庁
　
税
務
課
家
屋
係
　

53
―
８
４
５
４

期
　
　
間

７
月
16
日
（
土
）
〜
８
月
31
日
（
水
）

（
団
体
は
６
月
12
日
（
日
）
か
ら
、
予
約
及
び
監
督

が
必
要
で
す
。
な
お
、
大
会
等
が
開
催
さ
れ
る
場
合

は
、
利
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。）

時
　
　
間

９：

00
〜
17：

00

定
休
日

毎
週
月
曜
日（
祝
日
の
場
合
は
火
曜
日
）

利
用
料

一
般
　
　
　
　
２
５
０
円（
市
外
380
円
）

高
校
生
以
下
　
１
５
０
円（
市
外
230
円
）

☆
小
学
生
以
下
の
入
場
は
、
保
護
者
の
同
伴
が
必
要

※
詳
し
い
お
問
い
合
わ
せ
は

城
山
体
育
館
　

52
―
６
４
１
９

能
登
空
港
航
空
便
を
利
用
し
た
市
民
の
み
な
さ
ん

に
対
し
、
航
空
運
賃
の
一
部
を
助
成
す
る
「
能
登
空

港
利
用
促
進
助
成
金
制
度
」
に
つ
い
て
は
、
16
年
度

（
17
年
３
月
31
日
）
を
も
っ
て
終
了
し
ま
し
た
。

ご
利
用
い
た
だ
き
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

観
光
課
　

53
―
８
４
２
４

く
　
ら
　
し

く
　
ら
　
し
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